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『
認
知
症
の
人
と
家
族
の
会
』に
参
加
し
ま
せ
ん
か
？

　
町
で
は
、２
か
月
に
１
回『
認

知
症
の
人
と
家
族
の
会
』
を
開

催
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
は
、
認
知
症
介
護
の
経

験
者
や
現
在
介
護
中
の
方
で

す
。

・
認
知
症
の
正
し
い
知
識
を

学
ぶ
機
会

・
認
知
症
の
方
へ
の
接
し
方
、

対
応
を
考
え
る
機
会

・
経
験
談
を
聞
け
る
機
会

・
認
知
症
介
護
者
同
士
の
交

流
の
機
会　

等
と
な
っ
て
い
ま
す
。　

　認知症相談・交流拠点「さくらんぼ
カフェ」が山形市に開設されました。
　常設の電話・面接相談、認知症の方
や家族の方の交流のスぺースもありま
すのでご利用ください。

　

認
知
症
の
方
を
何
年
も
介
護

さ
れ
て
い
る
方
、
家
族
が
認
知

症
と
診
断
さ
れ
て
ま
も
な
い
方

も
お
り
、
介
護
者
の
お
か
れ
て

い
る
状
況
、
抱
え
て
い
る
問
題

や
悩
み
は
様
々
で
す
。
同
じ
体

験
を
し
て
い
る
方
の
話
を
聞

き
、
大
変
な
介
護
体
験
や
が
ん

ば
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
共
有

し
ま
せ
ん
か
。
一
人
で
悩
ま
ず

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

『
認
知
症
の
人
と

　
　
　
　
家
族
の
会
』

●
期
日
　
10
月
28
日
（
水
）、

12
月
16
日
（
水
）、
２
月
24
日

（
水
）

●
時
間
　
13
時
30
分
～
15
時

●
場
所
　
白
鷹
町
健
康
福
祉
セ

ン
タ
ー

●
申
し
込
み
　
前
週
の
金
曜
日

ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
利
用
料
　
無
料

●期日：月曜日から金曜日
　　　　（祝日・年末年始除く）
●時間：12 時～ 16 時
●場所：県小白川庁舎　２階

（山形市小白川町２丁目３－ 30）　
　　　　　☎ 023 － 687 － 0387
●利用料：無料

『さくらんぼカフェ』

▼こちらもご利用ください

　保健所や市・町には、捨て猫や野良猫、猫の糞などに関する苦情が
多数寄せられております。猫を飼っている方は、近隣に迷惑がかから
ないよう、飼い方に注意してください。

『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準「猫の飼養及び保管に関す
る基準」』に猫の室内飼育に努めることが明記されています。

❶なるべく室内で飼い、室外に出す場合は、望まない子猫が生まれな
いように、不妊・去勢を行いましょう。
❷鳴き声や騒音、糞や尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に
支障を及ぼすことのないように努めましょう。
❸やむを得ず猫を継続して飼うことができなくなった場合、飼うこと
のできる方に猫を譲渡するように努め、新たな飼い主を見つけること
ができない場合に限り、引き取りを求めましょう。

「台風 18号等災害」の
　義援金にご協力ください

　山形県共同募金白鷹町分会で
は、宮城県・栃木県・茨城県で
被災されている方々のために義
援金を募集しています。
　お寄せいただいた義援金は、
中央募金会を通じて被災者の生
活再建のために使われます。ど
うぞ、よろしくご協力お願いし
ます。

■受付窓口　健康福祉センター 
　白鷹町社会福祉協議会内

■募集期間　11月30日まで

猫の飼い主さんへ

猫を飼うにあたって

山形県置賜保健所生活衛生課　☎０２３８－２２－３７５０
白鷹町　町民課くらし環境係　☎０２３８－８５－６１３１

　　　　―問い合わせ―
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